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１．事例の概要 

  経産婦。妊娠２７週以降は骨盤位であった。妊娠３６週５日の内診では、

子宮口の開大は１指、展退は７０％、胎児の先進は臀部でＳｐ－３ｃｍ、子

宮頸管は硬く、子宮口の位置は後方であった。家族からみた経過によると同

日、子宮頸管を刺激する処置（卵膜用手剥離）が行われたが、その処置（卵

膜用手剥離）についての説明は受けなかったとされている。妊娠３７週０日、

陣痛を自覚し、入院となった。医師は、胎児の下降が良好であり、このまま

経腟分娩とする方針とした。家族からみた経過によると、骨盤位の場合で、

帝王切開ではなく経腟分娩を行うことについて、危険性等の説明はなかった

とされている。入院から約２０分後に自然破水し、その約１０分後には、子

宮口の全開大が確認され、排臨、発露の状態であった。その５分後、胎児心

拍数が８０拍台／分となったため、酸素投与、会陰切開が施行され下半身は

娩出されたが、上半身は引っ張っても出なかった。横８の字法とクリステレ

ル胎児圧出法を併用し上半身を娩出した後は、ファイトスメリー法を行い頭

部はスムーズに娩出した。羊水混濁はなく、胎盤、臍帯に異常所見はなかっ

た。分娩所要時間は、第Ⅰ期が５５分、第Ⅱ期が８分であった。 

  児の在胎週数は３７週０日で、体重は２７００ｇ台であった。アプガース

コアは、１分後４点、５分後８点で、臍帯静脈血ガス分析値は、ｐＨが７．
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３１、ＢＥが－７ｍｍｏｌ／Ｌであった。 

  出生後、刺激で弱い啼泣がみられたが、筋緊張は改善しなかった。酸素投

与、刺激が続けられたが、呻吟が出現したため保育器に収容された。その後

は皮膚は白めであったが、経皮的動脈血酸素飽和度は１００％で経過した。

出生から約４時間後、心雑音が観察されたため、小児科医が診察し、高次医

療施設へ搬送を依頼した。搬送前（出生後６時間４１分）の静脈血ガス分析

値は、ｐＨが６．９６、ＢＥが－１７ｍｍｏｌ／Ｌであり、血液検査では、

赤血球数が３１５／ｍｍ３、ヘモグロビンが９．３ｇ／ｄＬ、ヘマトクリット

が２７．３％で、貧血と頭蓋内出血疑いとされた。 

  入院後、頭部超音波断層法で頭蓋内出血が疑われ、血液検査の結果、播種

性血管内凝固症候群と診断された。生後５日目の頭部ＣＴスキャンでは、低

酸素性虚血性脳症が疑われ、生後１８日目に頭部ＭＲＩでは、頭蓋内出血に

加え、左硬膜下血腫が出現し、低酸素性虚血性脳症による脳萎縮が認められ

た。 

  本事例は、病院における事例であり、産婦人科専門医 1 名と助産師１名、

看護師１名が関わった。 

    

２．脳性麻痺発症の原因 

  本事例における脳性麻痺発症の原因は、骨盤位娩出時の頭蓋内出血による

出血性ショックと、硬膜下血腫による頭蓋内圧の上昇から脳循環が低灌流と

なったことによる脳組織の虚血性変化であると考えられる。 

 

３．臨床経過に関する医学的評価 

  妊娠中の管理は一般的であり、卵膜剥離を行ったことは選択肢の一つであ

る。しかし、卵膜剥離を行う際に説明が行われなかったとすれば、それは一
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般的ではない。 

  骨盤位の分娩様式の選択に関する説明がなされていなかったとすれば、ま

た、説明していたとしても、文書による同意なしに、骨盤位経腟分娩を選択

したことは、基準から逸脱している。 

新生児期の観察、および診療と新生児搬送の対応は一般的である。 

 

４．今後の産科医療向上のために検討すべき事項 

 １）当該分娩機関における診療行為について検討すべき事項 

（１）骨盤位分娩における妊産婦への説明について 

妊産婦へ、骨盤位の分娩様式の選択について、帝王切開と経腟分娩の

メリット・デメリットを分娩前に説明し、文書による同意を得るという

ガイドラインの規定を順守すべきである。 

 （２）新生児の観察について 

骨盤位の経腟分娩において、児が出生後、状態が安定した後に、分娩

外傷の有無のチェックを行うが、頭蓋内・内臓の出血は出生直後には臨

床症状もなく診断は難しいことが多い。そのため、生後時間が経過して

も、ハイリスク児としての観察が必要である。また、経皮的動脈血酸素

飽和度が正常値を示しても、他の症状を認める際には、より注意して観

察する必要がある。 

 

２）当該分娩機関における設備や診療体制について検討すべき事項 

   特になし。 

 

３）わが国における産科医療について検討すべき事項 

（１）学会・職能団体に対して 
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特になし。 

（２）国・地方自治体に対して 

特になし。 

 

    


